
１
最
高
裁
判
所
長
官
に
対
す
る
国
民
審
査
に
つ
い
て

（
問
）
現
最
高
裁
長
一

の
見
解
を
問
う
。

（
答
）
１
憲
法
第
七
十

憲
法
第
七
九

現
最
高
裁
長
官

〔
外
部
資
料
〕

２
次
に
、
現
に
般
高
裁
判
所
判
事
で
あ
る
者
を
蝦
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る
行
為
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
裁

判
官
と
し
て
の
身
分
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
長
た
る
裁
判
官
の
地
位
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
た
る

地
位
に
お
い
て
は
前
後
一
貫
し
て
変
動
は
な
い
も
の
と
観
念
す
べ
き
で
あ
る
。

第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
外
部
演
料
〕

八
一
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
民
審
査
の
趣
旨
は
、
最
高
裁
判
所
が
法
令
の
合
態
性
の
審
査
を
含
む
終
幕
裁
判
所
と
し
て

の
裁
判
等
の
重
大
な
任
務
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
構
成
員
た
る
裁
判
官
が
そ
の
職
責
に
ふ
さ
わ
し
い
者

で
あ
る
か
否
か
を
直
接
審
査
す
る
権
能
を
と
く
に
主
権
者
た
る
国
民
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
簸
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
も
、
右
の
よ
う
な
憲
法
上
の
簸
商
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
権
能
な
い
し
職
責
に

お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
の
そ
の
他
の
裁
判
官
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
承
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
右
に
述
べ
た
国
民
審
査
制
の

趣
旨
に
照
ら
し
て
ゑ
れ
ぱ
、
長
た
る
裁
判
官
が
国
民
零
査
に
付
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
、
他
の
裁
判
官
と
同
様
に
、
そ

の
裁
判
官
と
し
て
の
適
否
に
つ
い
て
国
民
の
審
査
に
付
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
も
つ
と
も
、
法
律
が
と
く
に
長
た
る
裁
判
官
に
の
ゑ
付
与
し
て
い
る
権
限
（
注
一
）
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の

権
限
の
内
容
か
ら
ゑ
て
、
そ
の
権
限
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
改
め
て
国
民
辮
査
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
は

に
対
し
て
、
長
官
と
し
て
の
適
否
を
審
査
す
る
た
め
の
国
民
群
査
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
法
務
当
局

考
え
ら
れ
な
い
。
）

－－'

〈
測
測
北
勵
龍
一
腓
叶
畑
法
棚
紺
細
細
）

､劃〔
遊
法
資
③
〕



第
七
九
条
二
国
民
審
査
〔
外
部
資
料
〕
八
一
六

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
の
地
位
に
別
段
の
変
動
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
以
上
、
す
で
に
最
高
裁
判
所
判
事
と
し

て
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
国
民
審
査
を
経
た
後
一
○
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
最
高
裁
判
所
判
事
と
し

て
在
職
し
た
ま
ま
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
改
め
て
国
民
審
査
に
付
さ
れ
る
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
。

（
ま
た
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
第
二
条
は
、
前
述
し
た
国
民
審
査
の
憲
法
上
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
長
た
る
裁
判
官

と
そ
の
他
の
裁
判
官
と
の
間
に
な
ん
ら
の
区
別
を
設
け
て
い
な
い
。

現
に
、
現
最
高
裁
判
所
長
官
の
前
任
者
も
最
高
裁
判
所
判
事
か
ら
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
最

高
裁
判
所
判
事
当
時
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
国
民
審
査
に
付
さ
れ
て
い
た
の
で
、
長
官
に
任
命
さ
れ
た
後
に
は
、
改
め

て
国
民
審
査
に
付
さ
れ
て
い
な
い
（
注
二
）
。

裁
判
所
法
第
三
九
条
第
四
項
は
、
長
た
る
裁
判
官
と
そ
の
他
の
裁
判
官
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
同
条
の
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
が
、
最
高
裁
判
所
長
官
・
最
高
裁
判
所
判
事
と
い
う
官
名
を
用
い
て
規
定
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
前
記
の
憲
法
の
解
釈
に
な
ん
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
）

３
な
お
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
国
民
審
査
は
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
注
三
）
の
判
示
す
る
と
お
り
、
「
裁
判
官
の
任
命

を
完
成
さ
せ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
」
も
の
で
は
な
く
、
「
裁
判
官
を
罷
免
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
」
い
わ
ゆ
る
解
職
の
制
度

で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁
判
所
判
事
か
ら
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
改
め
て
最
高
裁
判
所
長
官
へ
の
任
命
に
つ

い
て
国
民
審
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
由
は
な
く
、
前
述
の
と
お
り
「
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
」
た
る
地
位
に
あ

る
者
を
罷
免
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
国
民
審
査
を
行
な
え
ば
足
り
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

ノ
グ

へ

(1)注
一ごう
裁
判
所
法
は
、
長
た
る
裁
判
官
に
最
高
裁
判
所
長
官
と
い
う
官
名
を
与
え
（
五
条
）
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
、

官
が
、

r~､
、ｰ ,､‘

司
法
行
政

〔
憲
法
資
⑧
〕



第
七
九
条
二
国
民
審
五
〔
外
部
演
料
〕

（
注
二
）
石
田
和
外
氏
は
、
昭
和
三
八
年
六
月
六
日
、
般
商
裁
判
所
判
事
に
任
命
さ
れ
、
同
年
二
月
二
一
日
施
行
の
衆
議
院
議

員
総
選
挙
の
際
国
民
審
査
に
付
さ
れ
た
が
、
同
氏
が
昭
和
四
四
年
一
月
一
○
日
危
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
ち
は
じ

め
て
行
な
わ
れ
た
同
年
一
二
月
二
七
日
施
行
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
に
は
、
国
民
審
査
に
付
さ
れ
な
か
っ
た
。

な
お
、
石
田
和
外
氏
の
前
任
の
簸
高
裁
判
所
長
官
で
あ
る
横
田
正
俊
氏
は
、
昭
和
三
七
年
二
月
二
八
日
簸
高
裁
判
所
判
事

に
任
命
さ
れ
、
昭
和
三
八
年
二
月
二
一
日
施
行
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
際
国
民
審
査
に
付
さ
れ
た
が
、
同
氏
が
昭
和
四

一
年
八
月
六
日
最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
ち
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
た
昭
和
四
二
年
一
月
二
九
日
施
行
の
衆
議
院
議

員
総
選
挙
の
際
に
は
、
国
民
審
査
に
付
さ
れ
な
か
っ
た
前
例
が
あ
る
。

（
注
三
）
昭
和
二
七
年
二
月
二
○
日
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
（
簸
高
裁
判
所
民
事
判
例
集
六
巻
二
号
二
三
頁
）

〔
遜
法
黄
⑧
〕

事
務
に
関
し
て
裁
判
官
会
議
を
総
括
し
、
そ
の
議
長
と
な
り
（
一
二
条
）
、
若
干
の
職
員
を
監
督
す
る
地
位
に
立
つ
（
五
三

条
二
項
、
五
六
条
二
項
、
五
六
条
の
三
等
）
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

②
最
高
裁
判
所
裁
判
事
務
処
理
規
則
は
、
大
法
廷
・
小
法
廷
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
長
官
が
裁
判
長
と
な
る
（
三
条
但
書
、

八
条
一
項
）
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

③
そ
の
他
、
た
と
え
ば
、
皇
室
典
範
二
八
条
二
項
（
皇
室
会
議
議
員
）
、
国
家
公
務
員
法
六
条
一
項
（
人
事
官
の
宣
誓
の
立

会
）
、
国
会
法
七
二
条
二
項
（
国
会
委
員
会
の
出
席
説
明
）
、
財
政
法
一
七
条
、
一
八
条
二
項
、
二
○
条
二
項
（
予
算
作
成
上
の

権
限
）
。

一

八
一
七 一


